
 

ⅡⅡ  東東京京都都教教育育委委員員会会のの組組織織 
    

 

 

１ 教育委員会制度 

  地方公共団体が行う教育行政においては、教育の政治的中立性と継続性・安定性を確保し、

多様な民意を反映する仕組みとして教育委員会制度が採られており、地方公共団体の長から独

立した合議制の執行機関である、教育委員会が設置されている。 

  平成 27 年４月１日から施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、

教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置、教育委員による教育長へのチェック機

能の強化などの改革が行われた。 

 

２ 東京都教育委員会の構成 

  東京都教育委員会は、教育長と５人の委員により組織されており、いずれも東京都知事が東

京都議会の同意を得て任命するものである。教育長の任期は３年、委員の任期は４年である。 

教育長は、教育委員会の会務を総理し（「教育委員会の会議を主宰する」、「教育委員会の権

限に属する全ての事務をつかさどる」、「事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する」）、

教育委員会を代表する。 

また、教育委員は、教育長に対するチェック機能を果たすため、会議の招集や教育長が委任

された事務の管理・執行状況の報告を求めることができる。 

なお、東京都教育委員会の事務を処理するための事務局を東京都教育庁という。 

 

              （令和５年４月１日現在） 

 職 名 氏  名 任  期 

教育長 浜
はま

 佳
か

葉子
よ こ

 
自 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

至 令 和 ６ 年 ３ 月 3 1 日 

委 員 

（教育長職務代理者 

第一順位） 

山口
やまぐち

 香
かおり

 
自 平 成 2 5 年 ４ 月 １ 日 

至 令 和 ５ 年 1 2 月 2 0 日 

委 員 

（教育長職務代理者 

第二順位） 

秋山
あきやま

 千枝子
ち え こ

 
自平成 2 8 年 1 0 月 2 0 日 

至 令 和 ６ 年 1 0 月 1 9 日 

委 員 北村
きたむら

 友人
ゆ う と

 
自 平 成 2 9 年 1 0 月 ６ 日 

至 令 和 ７ 年 ２ 月 2 7 日 

委 員 新井
あ ら い

 紀子
の り こ

 
自 令 和 ３ 年 ６ 月 1 5 日 

至 令 和 ５ 年 ９ 月 3 0 日 

委 員 宮原
みやはら

 京子
きょうこ

 
自 令 和 ４ 年 ３ 月 1 3 日 

至 令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日 
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教育行政の基本的な政策の策定、教育委員会の会議、事務事業の進行管理、

  教育政策担当課長
  企画担当課長
  企画調整担当課長

教育政策担当部長   学校ICT環境整備担当課長
企画調整担当部長   情報企画担当課長

  情報化推進担当課長
  島しょ学校ＩＣＴ環境整備担当課長
  予算担当課長
  人権教育調整担当課長

　調整担当課長
  人事担当課長 
  障害者雇用推進担当課長 

  法務担当課長

高等学校等（中等教育学校含む）設置、管理、就学計画、入学選抜、
施設・設備の整備、都立学校の経営指導

　都立高校改革企画調整担当課長
  都立高校改革推進担当課長

　推進担当部長 　教育改革推進担当課長
教育改革   ものづくり教育推進担当課長

　推進担当部長   入学選抜担当課長
  施設調整担当課長

特別支援教育 特別支援学校の設置、管理、学級編制、施設・設備の整備、障害のある
　推進担当部長 児童生徒等の就学

  特別支援学校改革推進担当課長
  特別支援教育企画調整担当課長

小中学校等の設置、管理、学級編制、施設・設備の整備、区市町村立学校の
健康教育の計画・調整、学校保健・給食の指導・実施

  健康教育担当課長
　歯科保健担当課長

生涯学習・社会教育の振興に係る計画・調整、区市町村との連携、
都立学校公開講座・施設開放

　主任社会教育主事

教育指導の企画・調整、特別活動、安全･情報･体育･健康教育の指導、
生活指導

　教育計画担当課長
指導推進担当部長 　企画推進担当課長

　事業推進担当課長
　体育健康教育担当課長
　部活動振興担当課長
　体験活動・学校2020レガシー担当課長

        
　主任指導主事

　主任指導主事

         

　高校教育改革担当課長
　主任指導主事

　
　　 　

日本語指導に係る企画及び調整
　国際教育推進担当課長
　日本語指導担当課長
　主任指導主事

国際交流教育に係る総合的な企画及び調整、国際教育事業に係る企画
及び調整

　国際教育事業担当課長
　主任指導主事

　教職員任用担当課長
　教職員服務担当課長
　主任管理主事
　管理主事

被服貸与、教職員住宅、学校職員の健康管理、教職員文化会

総 務 部

教育庁組織と事務分掌（令和5年4月1日現在）

主 な 分 掌 事 務

教 育 政 策 課
組織・定数、予算・決算、政策連携団体の調整、情報化推進、人権教育の調整

教 育 課

総 務 課 職員の人事・給与、文書、情報公開、都議会及び区市町村との連絡調整

契 約 管 財 課 契約、物品・教育財産・用地の管理

広 報 統 計 課 調査・統計、広報・広聴

法 務 監 察 課 監察、監査、訴訟、行政不服審査

多 摩 教 育 事 務 所

出張所（大島、三宅、八丈）
高 等 学 校

東部学校経営支援センター 支　所

都 立 学 校 教 育 部   学校経営指導担当課長 　

高校改革

特 別 支 援
教 育 課

学 校 健 康 都立学校における健康教育の計画・調整、学校保健・給食の指導・実施
推 進 課
営 繕 課 都立学校、教育機関等の建設・修繕、区市町村立学校の施設整備の指導

地 域 教 育 支 援 部 管 理 課 文化財の保護、博物館の登録、社会教育施設の管理

教
育
長

  社会教育施設調整担当課長

義 務 教 育 課

教
育
監 生 涯 学 習 課

中部学校経営支援センター 支　所
次
　
長

西部学校経営支援センター 支　所

技
監

中 央 図 書 館 多 摩 図 書 館

管 理 課 指導事務の総合管理、教科用図書の採択

指 導 部

グローバル人材育成部 国 際 教 育 国際教育企画に係る総合的な調整、国際教育推進に係る企画及び調整、
企 画 課

指 導 企 画 課

義 務 教 育 小・中学校の教育課程、教育内容の指導
指 導 課

特別支援教育 特別支援学校等の教育課程、教育内容の指導
指 導 課

高 等 学 校 高等学校等の教育課程、教育内容の指導
教 育 指 導 課

教職員研修センター

教 育 相 談 セ ン タ ー

国 際 交 流
教 育 課

人 事 計 画 課 学校職員の定数、給与等の経理

人 事 部 選 考 課 教育職員等の免許、選考

給 付 貸 付 課 公立学校共済組合の組合員資格・給付・貸付事業・退職手当、恩給

 人事企画担当部長 試 験 課 試験問題の作成、研究調査

職 員 課 教育職員の任免等の人事

人事給与情報課 学校職員の給与支給、給与・人事情報

勤 労 課 学校職員の人事制度、勤務条件、職員団体等

福 利 厚 生 部 福 利 厚 生 課 福利厚生事業の企画・調整、公務災害、公立学校共済組合の保健事業、
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附属機関 

令和５年 4 月 1 日現在 

名    称 根 拠 法 令 所 掌 事 務 委員数（人） 任期（年） 主管課 

東 京 都 

産 業 教 育 

審 議 会 

産業教育振興法
第 11 条、東京都
産業教育審議会
に 関 す る 条 例 

産業教育の振興を図るため、東京都
教育委員会又は知事の諮問に応じて
産業教育に関し、調査審議し建議す
る。 

15 

 

2 

 

都立学校 

教 育 部 

高等学校 

教 育 課 

東 京 都 

文 化 財 保 

護 審 議 会 

文化財保護法第
190 条､東京都文
化 財 保 護 条 例 

東京都教育委員会の諮問に応じて、
文化財の保存、活用に関する重要事
項を調査審議し、建議する。 

20 

（以内） 

2 

 

地域教育 

支 援 部 

管 理 課 

東 京 都 

学 校 保 健 

審 議 会 

東京都学校保健
審 議 会 条 例 

 

公立学校の保健管理の万全を期する
ため、学校の保健衛生に関して審議
し、答申する。 

20 

（以内） 

2 

 

地域教育 

支 援 部 

義務教育課 

東 京 都 

生 涯 学 習 

審 議 会 

生涯学習の振興
の た め の 施 策 の
推進体制等の整
備 に 関 す る 法 律
第 10 条、社会教
育法第 13 条、東
京都生涯学習審
議 会 条 例 

東京都教育委員会又は東京都知事
の諮問に応じ、都民の生涯学習に資
するための施策の総合的な推進に関
する重要事項について調査審議す
る。また、都が行う社会教育関係団体
への補助金交付について、調査審議
する。 

25 

（以内） 

2 

 

地域教育 

支 援 部 

生涯学習課 

 

東 京 都 

教 科 用 

図 書 選 定 

審 議 会 

義務教育諸学校
の教科用図書の
無償措置に関す
る法律第 11 条 

教科書採択に関する東京都教育委員
会の諮問に応じて調査審議し、建議
する。 

20 

 

毎 年 度 

4 月 1 日 

～ 

8 月 31 日 

指 導 部 

管 理 課 

 

東 京 都 教
育委員会い
じめ問題対
策 委 員 会 

い じ め 防 止 対 策
推進法第 14 条・
28 条、東京都いじ
め防止対策推進
条 例 

東京都教育委員会の諮問に応じ、い
じめの未然防止、早期発見及び対処
のための対策の推進について調査審
議し、答申する。また、都立学校にお
いていじめ防止対策推進法に規定す
る重大事態が発生した場合には、同
法に規定する組織として調査を行い、
その結果を東京都教育委員会に報告
する。 

10 

（以内） 

2 指 導 部 

指導企画課 

東 京 都 立
図 書 館 
協 議 会 

図 書 館 法 第 1 4
条 、 東 京 都 立 図
書 館 条 例 

図書館の運営に関し、館長の諮問に
応じるとともに、図書館奉仕につい
て、館長に意見を述べる。 

20 

（以内） 

 

2 

 

都立中央 

図 書 館 
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